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習志野市第 4次男女共同参画基本計画の策定について＜概要＞ 

 

（１）計画期間について（案） 

 ・本市の上位に位置する基本構想及び基本計画（実施計画）に合わせて計画期間を設定。 

  現行の基本構想及び基本計画については令和 8 年 3 月末日に終期を迎えるため、令和 8 年度を計画

始期とする新たな計画の策定を行う。これに伴い、以下のとおり計画期間の見直しが図られる（次期

基本構想等 策定方針より）。 

 第 4 次男女共同参画基本計画についても、令和 8 年度を計画始期とする新たな計画期間に合わせて 

策定を行う。 

 

【表 1】基本構想・基本計画の計画期間 

計画名 現行の計画期間  次期、計画期間 

◆基本構想 平成 26 年度～令和 7 年度 12 年間  令和８年度～令和 23 年度 16 年間 

※基本計画 令和 02 年度～令和 7 年度 06 年間  ※令和８年度～令和 15 年度 ８年間 

実施計画 令和 05 年度～令和 7 年度 02 年間  令和８年度～令和 11 年度 ４年間 

 

【表 2】男女共同参画基本計画の計画期間（案） 

 第 3 次計画の計画期間  第 4 次計画の計画期間 

本編 令和 02 年度～令和 7 年度 06 年間  ※令和８年度～令和 15 年度 8 年間 

中間評価 令和 05 年度（前 3 年間） 04 年目  令和 12 年度（前 4 年間） 5 年目 

※中間評価を行う年は、例年通り前年度の事業評価も同時に行う。 

 

（２）スケジュール（案）（別紙資料 1－2、1―3 参照） 

 ・令和 6年度から 7年度の 2年間をかけて策定。 

  １．令和 6 年度は主に、市民・事業者へ意識調査および市職員へアンケートや意見照会を実施。 

    ※審議会／第 3 次計画をベースに骨子（案）について協議 

  ２．令和 7 年度は主に、素案(6 月)→策定案(9 月)→最終案(12 月)を審議し、第 4 次計画を策定。 

    ※①審議会／令和 6 年度の骨子（案）を基に作成した「素案」を諮問 

→策定案へ 

     ②「策定案」のパブリックコメントを実施 

→最終案へ 

     ③審議会、市民・事業所、全庁意見を基に作成した「最終案」を庁議にて最終審議 

→『第 4 次男女共同参画基本計画』策定 

 

以上 


